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I 政 務調査費の概要

1 政 務調査費とは     |

政務調査費は、地方自治法及び山梨県政務調査費の交付に関する条例

に基づき、議会の活性化、審議能力の向上、政策立案等のためrl、議会の
会派、議員が行う調査研究活動に必要な経費の上部として、会派及び議員
に交付されます。

従つて、交付された政務調査費は、調査研究活動に要する経費に対して

適切に充当されるべきものであり、政党活動t選挙‐活動、後援会活動、私的

活動など調査研究活動以外の経費に充当することはできません。

2 制 度の経緯

地方分権の進展により議会の機能強化や積極的な議員活動が求められ

る中で、地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくこ

とが必要不可欠であり、議員の調査研究活動基盤の充実を図る観点から、

平成12年 5月に地方自治法が一部改正され、条例に基づき政務調査費が

交付されることとなりました。

本県においても、この地方自治法の規定に基づき、平成13年 4月 1日から

山梨県政務調査費の交付に関する条例を施行し、会派及び議員に交付され

ています。  ′
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I 使 途 基 準 の 運 用 指 針 等 【1 総 論】
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I 使 途 基 準 の 運 用 指 針 等 【2 議 員の揚含】
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1,交 通費

(1)交通費は実費充当を原則とする。

(2)タ クシー代

タクシー代は、緊急時、他に公共交通機関がないなど止むを得ない場
合に充当できる。

(3)ガ ノリン代

① ガノリン代の算出が困難な場合は、調査研究活動に要した走行距離
に単価 (37円/km)を 乗じた額とする。 l km未満の端数がある場合は切
り捨てる。

② ガノリン代の按分               タ

走行距離が不明な易合は、原則としてt私 用分を1/2とし、調査研究

活動分を1/ど、後援会活動等分を1/4として按ハする。
ただし、後援会活動等に私用車を使用していな↓ヽ場合は、調査研究

活動分を1/2として按分する七

2.宿 泊料              千

(1)実費充当を原則とするが、公務旅行との均衡上、1泊 14,800円(県

議会議員の報酬及び費用弁償等に蘭する条71J第4条 )を 上限とする。た

だし、会議主催者の指定など特別な理由がある場合は、限度額を超えて

充当することができる。

3.海 外調査

海外調査は、調査目的が現確であり、日程が合理的なもあとするこ
とな

48人 件費                 ■

バアト峯言逢露壱総霧審窓F雪嬰父評雪密誓済裂曾鷲盆手留皆と系冬
きる。

○観光 ・レクリェーションロ的
の旅行、私的な旅行に要する交
通費等
○政党活動、選挙活動、後援会
活動に係る交通費等

1:交 通費

調査研究費と同様

2占 宿泊料                   ! |

調査研究費と同様

3.会 費

貴基奪嚢懇察吾義基鱗兆碁動に金事留電岩碧釜ど縁曇慕蕗冒r等
?=動

(2)議員が所属しない他団体の主催する意見交換会等の参加費は、実質
的な意見交換が中心である場合に充当できる。

(3)研修会などに付随する懇談会であつて、会費の額が明確かつ社会通

念上妥当な範囲の場合に限り、懇談会費を充当できる。ただしt5,000円
を限度とする。

○政党活動、選挙活動、後援会
活動を目的とする研修会、講演
会等への参加費

①趣味 ・福利厚生 目的の研修会
等への参加費

○飲食を目的とする会合等への

参加費

○議員の個人的な資格要件 (経
営者など)で 加入 している団体
の会費
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1.食 糧費

皆と含響寄養警CP曙 垢音管者義墾崩晃慾事管e澤 分基軽基管鋳寧泰縫
がある場合に限つて充当できる。ただしt食 糧費が充当可能な場合で
あつても、議員が開催する会議で飲湾を伴う場合は、充当しないことが

望ましV 。ヽ    ,

【公職選挙法に抵触せず政務調査費が充当可能な場合】 |

① 議員が主催する会議く研修会及びこれらに連続した容談会での選挙区
外の者への食事等の提供             ′

② 他の者が主催する会議、研修会及びこれらに連続する懇談会での食
事、飲食の議員の自己負担分

③ 議員が主催する会議、研修会での茶菓の提供

※ ①、②とも社会通念上許容される範囲

〇政党活動、選挙活動、後援会
活動を目的として開催する会議
費
○飲食を目的とする会議費

①政党活動、選挙活動、後援会
活動に係る資料作成費

調査研究活動に必要な図書等の購入費であること

1.広 報活動             !

広報活動とは、広報を通じ世論の反応を見て、自らの政策立案などの調
査研究に資することを目的とした活動をいう。

2.広 報費の接分等

稜≧窒垂警岳密誓含墨羞星銘百香官広暴探倉坊キ等墾務桑諮錫?そぞあ
広報紙であることを明確に示すことが望ましい。        |

(2)交通費

調査研究費の交通費と同様

(3)ホームページ経費

実態に応じて按分する

○政党活動、選挙活動、後援会
活動に係る経費 (選挙ポス
タ_・ パンフレット、後援会報、

の印刷費等)!
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1.事 務所の要件

を需賛P裏昏予r皇族超塚を糸姦騰 竪走程篤ぎ評 乞揚きに黒雪客
きる。                            |

<要 件>
(ア)事務所としての外形上の形態を有していること

(イ)事務所としての機能 (事務スペース、応接スペエス、事務用備品等)
を有していること

(ウ)賃貸の場合には、原則として議員が契約者となつていること
'

2.事 務所費の接分

(1)抜分方針

議員の活動は、調査研究活動と他の活動が淳然一体となっていること

から、事務所経費への政務調査費の充当にあたつては、各活動の実績に

応じて抜分し充当する必要がある。ただし、議員の活動は、個々で異な

るため一律の接分割合を示すことは不合理であることから、それぞれの

議員の活動割合に応じた合理的に説明可能な範囲で、接分率の積算根拠

を明確にしておくこと。

(2)事務所を住居や後援会などと共用する場合

可能な限り事務所の賃貸契約、iガス、水道等の契約を分離することが

望ましいが、手続き的に困難な場合は、現に調査研究活動に当てられて

いる実態に応じて接分する。 (P19 事 務所費の技分方法参照)i

なお、自己所有又は生計を一にする親族が所有する事務所にあつて

は、
｀
賃借料は充当しない。また、!自宅兼用の事務所にあつては、賃借料'及

び上下水道料ほ充当しないと     l r

(3)実態により明確に接分ができない場合は次の割合を限度として充当
することができる

所有形態 使用形態 賃借料 光熱費 上下水道料

第二者所有 調査研究活動、後援会活動等 ／
／

ノ
／

／
′

自己又は生計
を一にする親
族の所有

調査研究活動、後援会活動等
つ
を

／

／

／
／

自宅兼用
調査研究活動

つ
ん

／

／

調査研究活動、後援会活動等 1/4

督」号巳雷言告魯;宮1富暑富富昌房宮昌暑旨暑]:1督旨言:忌暑告::暑
われる。

○政党、選挙、後援会等の事務
所の設置、維持に要する経費

①事務所用土地購入費、建物購
入費、建築工事費等

-8-
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■.充 当の原則                 ン

政務調査費は、原則的には調査研究活動に要する費用に充当するもので

あり、調査研究活動を行うための環境整備にまで充当することは適当でな

い。このことから、備品、消耗品の購入に政務調査費を充当する場合に

あつては、調査研究活動に対する有用性が高く、調査研究活動に直接必要

であると認められるものに限定するものとし、その購入価格についても、

政務調査費を充当する備品という観点から常識的に判町されるべきもので

ある。

2,備  品

必纂唇文字旨ヲF欝品経塁掻経塞遥患埜婁登ど璽薔各『粥語残留要詮長嘉
接

3.自 動車の維持管理費

(1)自動車の購入費は充当しないと

(2)車検に要する経費、保険料、税、修理代等の自動車の維持管理に要
する経費は充当しなv 。ヽ       ｀

4.備 品 (購入費 ロリース料)、 通信費、消耗品の接分

な害晟撤曇経た忘る響が 膏:衰奮智普暫暑皆ヽ雪晏聾雰芸添茅援嬰

景右笥巻唇顧崖を言ぞ異望芋留宮香京略きを「
軽に接かがネきな

い場合は

区   分 割  合

・固定電話料 1/2 (自 宅兼用事務所の場合 : 1/4)

FAX使 用料 1/2 (自 宅兼用事務所の場合 : 1/4)

・インタエ

ネット接続料
1/2 (自 宅兼用事務所の場合 : 1/4)

・携帯電話料 1 / 4

・事務用消耗品 1/2 (自 宅兼用事務所の場合 : 1/4)

5.自 動車の リース

両縛 亀ここ為集ぎぷ蚕露揺崇      最 法
ヤ
ン

あるとの誤解を招 く恐れがあるので、好ましくない。

○政党活動、選挙活動く後援会
活動に係る電話代等の諸経費

○調査研究活動に直接関連しな
い美術品等の備品の購入費 ・

リース代
○慶弔餞別費

-10-
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1日 入件費の按分                ‐

(1)1補助職員が調査研究活動以外の業務にも従事する場合はヽ業務実態
に応じて按分するも ・(P20 人 件費の接分方法参照)|   ‐

(2)充当の限度額 、 ‐        ・         ‐

る香奮秦馨雷皆声
り明
千
に接分でき4い場合は、1/2を限牢|!▼て充当す

2.年 計を二にする親族等の雇用         |

生計をすにする親族等の雇用にあたつて'よ、雇用契約書の締結(給 与

の支払ャヽを客観的に証明する書類等の整備、また、税に係‐る所要の手続

きなどをょり適切に行う。                 |

縁襲塞罷畳拳湊藩需護雪早
員、

-12-



工 使 途 基 準 の 運 用 指 針 等 【3 会 派の場合】
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可B交 通費          i

(1)交通費は実費充当を原則とする。

(2)タクシー代

タクシー代は、緊急時、他に公共交通機関がないなど止むを得ない場合に充
当できる。

(3)ガ ッジシ代          ｀

ガソリン代の算出が困難な場合は、実洵～行距離に単価 (37円/血)を 乗 じ

た額とする。 1血未満の端数がある場合は切ク捨てる。   r″

2口宿泊料                         ! ｀

倍替暑昌暑暑昌暑8信督宮貸法含る審各i各魯曾言整宮号替』讐暑せ母唇畠唇
る。

3日 海外調査                      一

海外調査は、調査目的が明確であり、,日程が合理的4も のとすること。

4,人 件費
｀

アンケー ト調査の実施など個別の調査研究活動の補助のために、アルバイ ト

等を雇用した場合は、当該入件費をこの項目に計上することができるも

○観光 ・レクリェーションロ的の

旅行に要する交通費等

○政党活動、選挙活動等に係る交
通費等

1.交 通費                 ナ

調査研究費と同様

2.宿 泊料                         ャ

調査研究費と同様                   !

3生

暑漏腎翁墾森莞格事た亀学ち舎病を誘ど惹曇不密2:孝 軍

体
〒

あ

1字

汽容
干

(2)会派以外の他団体の主催する意見交換会等の参加費は、実質的4意 見交換

が中心である場合に充当できる。

望と堅像台場さに想塀r桑箋馨舎ぢ彙塁暮と含轟2客Cr警補涌義昂轟曇兵訂
る。

○政党活動、選挙活動等を目的と
する研修会、講演会等の開催費、
参力日費
0趣 味 ,福利厚生目的の研修会等
人の参加費

①飲食を目的とする会合等の開催
費、参加費
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ミ_・=差章::チ==i i:|:li! 11!:|:!i:1:i:キ:::::!!:::|:!!!i!!:

革:=事革望竪覇 肇差錦 :練:霊韓章T‐経 :率単r率華弾桂韓 〔::空:豊::::::::章撃::::

○政党活動、選挙活動等を目的と
して開催する会議費

○飲食を目的とする会議費

食糧費

公職選挙法の制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲であることを
前提とし、そのぅえで調査研究活動としての会議等との一体性がある場合に
限つて充当できる。

○政党活動、選挙活動、後援会活
動に係る資料作成費

資料作成に必要な経費であること

調査研究活動に必要な図書等の購入費であること

○政党活動、選挙活動等に係る経
費 (選挙ポスター ・パンフレット
の印刷費等)

広報活動に必要な経費であること

○政党活動、選挙活動等に係る電
話代等の諸経費

○調査研究活動に直接蘭連しない
美術品等の備品の購入費 ・リース
代

○慶弔餞別費

充当の原員J        !‐
故務調査費は、原則るには調査研究活動に要する費用に充当するものであり、

調査研究活動を行 うための環境整備にまで充当することは適当でなV)。

このため、備品、消耗品の購入等に政務調査費を充当する場合にあつては、調

査研究活動に対する■用性が高く、調李研客
活動ヤ1直接必要で

つ
ると認められる

ものに限定するものとし、その購入価格についても、政務調李費を充当する備品

という観点から常識的に判断されるべきものである。

○政党職員、選挙事務所職員等の

雇用経費
人件費の接分

補助職員が調査研究活動以外の業務にも従事する場合は、業務実態に応じて接

分する。

-16-



正 使 途 基
｀
準 の 運 用 指 針 等 【4充 当が不適当な事例 (議員 ・会派共通)】

一千7 -
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皿 使 途項目ごとの経費の実態による接分の方法

調査研究活動と他の活動が浮然一体となつている場合は、それぞれの活動の

実態に応じ、経費の接分をおこなわたうえで、調査研究活動に充当することになり

ます。     |

ここでは、それぞれの活動の実態に応じた経費の接分をおこなう場合の基本的

な考え方を示します。

なおt活動実態を明確に区分することができない場合は、按分の比率は一定の

率(※)を上限として、調査研究活動に充当することになります。

1 事 務所費            ―

「使途基準の運用指針等」で示している、賃貸借契約、ガス、水道等の契

約を分離することが手続き的に困難な場合で、使用時間、使用面積などの使

用実態に応じて接分する場合の方法は次のとおりです。

なお、自己所有または生計をTにする親族が所有する事務所にあうては、
賃借料は充当できず、自宅兼用の事務所にあっては、賃借料及び上下水道

料は充当できません。

(1)基 本的な接分率

調査研究活動分

調査研究活動分十後援会活動分十その他議員活動分

(2)住 居等を兼ねた事務所の光熱費にかかる接分率

調査研究活動分 事務所部分面積 (  )ぽ

調査研究活動分十後援会活動分十その他議員活動分  X  建 物全体面積(  )甫

※ 活 動実態を明確に区分することができない場合は、「使途基準の運用指針

等(P5事務所費運用指針2.事務所費の接分(3))」による。

2 事 務費

「使途基準の運用指針等」で示している備品購入費・リース料、通信費、

事務用消耗品を、使用頻度、通話時間などの使用実態に応じて接分する場

合の方法は次のとおりです。

なお、電話料については通話明細に基づく政務調査費の充当を原則とし

ますが、これによりがたい場合にこの方法により接分することとします。(基
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本使用料含む)

(1)基 本的な接分率

調査研究活動分

調査研究活動分十後援会活動分十その他議員活動分

(2)住 居等を兼ねた事務所にかかる接分率

調査研究活動分

|｀ 1     調 査研究活動分十後援会活動分十その他議員活動分十日常生活使用分

※ 活 動実態を明確に区分することができない場合は、「使途基準の運用指針
‐等(P10事務費運用指針4.備品、通信費、消耗品の按分.なお書き)」によ

■1るる| ‐1                   :

3 人 件費

「使途基準の運用指針等」で示している、調査研究活動の補助業務に従

11-事 する職員が調査研究業務以外め業務に従事する場合で、勤務時間、勤

‐ 務 日数などの勤務実態に応じて接分する場合の方法は次のとおりです。

なお、補助業務に従事する職員からの領収書が必要になります。

(1)基 本的な接分率

調査研究業務分                 ′

|■■   ‐  f l 調 査研究業務分十後援会活動業務分■その他業務分

■   調 査研究業務に関する勤務日誌等を作成し、それに基づき政務調

■ l i査 費を充当すると(参照:P34参 考様式1「政務調査費(人件費)勤務
!■

  実 績表b領収書」、P35参 考様式2「勤務日誌」)・

(2)人 件費単価

補助業務に従事する職員にういてはt会派(議員)によりその実態

が大きく異なることから、政務調査費を充当する際に基準となる賃金単

価を設定することは困難であるが、社会通念に照らして妥当な額とす

!    る こと。

※ ・勤務実態を明確に区分することができない場合は、「使途基準の運用指針

等(P12人 件費運用指針1、人件費の接分(2))」による。
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IV 会 計処理

1 会 計帳簿等の整理保管義務

会派の政務調査費経理責任者及び議員は、政務調査費による支出につ

いて、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整

理保管し、これらの書類を収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算し

て、5年間保存しなければなりません。(山梨県政務調査費の交付に関する

‐規程第7条 )   ,    !

従うて、会派が解散等により消滅した場合や、議員が辞職した場合であっ

ても、保存を義務づけられている会派の経連責任者や議員は、保存期間が

経過するまで証拠書類等を整理保管しなければなりません。

2 証 拠書類等の整備

1会 派の政務調査費経理責任者及び議員は、支出を証明する書類(以下

『証拠書類等」といいます。)として、次に掲tずる書類を整理し、保管しなけ

れ1ずなりません。

また、証拠書類等については、整理保管義務と同時に、収支報告書への

写しの添付が義務づけられています。              ′

(1)調 査研究活動記録票(参照:P32第 6号様式「調査研究活動記録票」)

調査研究活動を実施した記録として、実施の都度、使途項目ごとに

作成するもので、実施年月日t実施場所、相手方、参加議員の氏名、

調査研究活動の目的口実施内容,結果、経費とその内訳(接分により政

務調査費を充当する場合は接分率及び接分率に基づく支出額)等を記

載し、領収書等または政務調査費支出証明書等を添付する必要があ

ります。

(2)領 収書等

可能な限り領収書を徴していただきますが、やむを得ず領収書を徴

することができない場合は、レシート、振込通知書、クレジットカード売

上票等支出が確認できるものについても領収書と同等とみなすものと

します。
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(3)政 務調査費支出証明書(参照:P33第7号様式「政務調査費支出証明

書」)

券売機によるキップの購入等、通常、領収書等が取得できない場合

等に作成する必要があります。

(4)政 務調査費(人件費)勤務実績表コ領収書(参照:P34参考様式可F政務

調査費(人件費)勤務実績表`領収書」)

調査研究活動の補助業務に従事する職員を雇用した場合に作成す

る必要があります。

一 平 成22年 3月
~追

加

(5)県 外 コ海外調査概要書 (参照 :P30参 考様式6「県外 ・海外調査概要 |
営登」)

県外(宿泊した場合に限る。)又は海外において調査研究活動を

行つた場合に作成する必要があります。

(6)意 見交換会等活動報告書(参照:P40参 考様式7「意見交換会等活 |

動報告書」)     i

懇親会費に政務調査費を充当した場合に作成する必要がありま

す。!

31会 計帳簿類の整備

会計帳簿類の種類や様式についての規定は特にありませんが、整備する

必要がある書類の例としては次に掲げるとおりです。

(可)政 務調査費支出簿(参照〔P36、3フ参考様式も、4「政務調査費支出簿

(日月1・月別)」)

政務調査費支出簿は、調査研究活動記録票を基に、使途項 目ごと

の政務調査費にかかる支出の状況を記載するもので、収支報告書を

作成するために必要となるものです。  ′

(2)整 備する必要がある書類の例

① 契 約関係書類
,事 務所賃貸借契約書
B調 査研究委託契約書
口 物品等のリース契約書その他の契約書類
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② 人 件費関係書類
口 勤務日誌等勤務実態が確認できる書類(参照:P35参考様式2「勤

務甲誌」)
・ 雇用契約書(参照:P38参考様式5「雇用契約書」)

③ そ の他調!査研究活動に伴う書類
・ 視察報告書、研修会案内通知など活動の実態がわかる書類及び

f 支 出の根拠となる書類

(3)そ の他関係書類

調査研究活動の補助業務に従事する職員を雇用した場合は、政務

1  調 査費とは別に、税務関係や雇用保険等に関する書類も整備が必要

となる場合があります。

V 収 支報告

1 収 支報告書の意義

(1)政 務調査費についてはt交付年度内に支出された調査研究活動に要し

た経費を収支報告書に取りまとめ、議長に報告することになります。

(2)提 出された収支報告書は県民誰もが閲覧でき、かつ公文書として5年

間保存されます。

i従 うて、収支報告書の作成に当たっては、以下の事項に十分留意いた

|だく必要があります。

2 収 支報告書の提出義務

(1)政 務調査費の交付を受けた会派(経理責任者)と議員は、会計帳簿等

を基に収支報告書を作成し、政務調査費の交付を受けた年度の終了後     ,

に、議長に提出しなければなりません。

(2)会 派が解散した場合や議員が辞職した場合は、その月までの収支報告

書を提出しなければなりません。

また、議員が死亡した場合は、その相続人が議員に代わって収支報告

書を提出しなければなりません。
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3 収 支報告書の提出期限

(1)政 務調査費の交付を受けた年度終了日(3月31日 )の翌日から起算し

て30日以内(通常の場合4月30日まで。ただし、その日が休日に当たる

「場合は、その日の翌日)に、議長に提出しなければなりません。

(2)会 派が解散した場合や議員が辞職した場合など、年度の途中で収支報

告書を提出する場合は、その事由が生じた日の翌日から起算して30日

以内|(その日が休日に当たる場合は、その日の翌日)に、議長に提出し

なければなりません。

4 証 拠書類等(写し)の添付

(1)調 査研究活動記録票等証拠書類等(写し)の添付
・
 政 務調査費の交付を受けた会派(政務調査費経理責任者)及び議

員は、収支報告書を提出する際、政務調査費によるすべての支出につ

いて、証拠書類等の写しを添付しなければなりません。

(2)証 拠書類等の提出方法について

①十調査研究活動記録票(参照:声32第 6号様式「調査研究活動記録

票」)

正本を複写したものを提出してください。

② 領 収書等(様式は任意)     i  !
‐
 領 収書等は調査研究活動記録

‐
票に正本を貼付し、調査研究活動

記録票と併せ、複写したものを提出してください。

③ 政 務調査費支出証明書(参照:Pと3第7■様式「政務調査費支出証

明書」)

正本を複写したものを調査研究活動記録票と一連で提出してくださ

い 。

④ 政 務調査費(人件費)勤務実績表・領収書(参照:P34参考様式1「政

務調査費(人件費)勤務実績表,領収書」)

正本を複写したものを調査研究活動記録票とT連 で提出してくださ

い。(領収書の一種とします。)
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平成22年 3月 追 加

⑤ 県 外,海外調査械要書(参照:P39参考様式6「県外コ海外調査概

要書」)

調査研究活動記録票と一連で提出してください。

⑥ 意 見交換会等活動報告書(参照:P40参考様式7「意見交換会等

活動報告書」)

調査研究活動記録票と一連で提出してください。

② 広 報紙等

広報紙、報告書、パンフレット、チラシ はヽがき等を発行したとき

は、原本を調査研究活動記録票と一連で提出してください。

5 収 支報告書の調査

議長は、収章報告書が提出された場合t政務調査費の適正な運用を期す

ためt必要と認める場合は調査を行います。

6 政 務調査費の返還

交付を受けた政務調査費については、使途基準に従って行つた支出の総

額が下回つた場合は、政務調査費に「残余」が生じることとなるため、その額

を返還することとなります。

なお、次の場合は、充当が認められませんので、留意が必要です。

・ 収支報告書に添付された証拠書類等の内容から、後援会活動ヘ

の=単など、「使牟暮準の導甲指針等」に基づく支出でないと判断さ
|れる支出tまたは、調査研究活動記録票に実施した活動の内容等の

記載がないなど「使途基準の運用指針等」に基づく支出であることが

確認できない支出

｀ 日 収支報告書に証拠書類等が添付されていないため、「使途基準の

運用指針等」に基づく支出であることが確認できない支出

7 収 支報告書等の閲覧

(1)収 支報告書等の間覧制度
‐
  提 出された収支報告書や証拠書類等(以下「収支報告書等」といい

ます。)は t提出期限の翌日から起算して60日 を経過した日の翌日

から、閲覧の対象となります。
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(2)不 開示情報の取り扱い
!収支報告書等に、山梨県情報公開条例第8条各号に規定する情報

ヽ (個人情報等の不開示情報)が記載されている場合は、これらの情報

を除いて関覧に供することになります。

《不開示情報の例》

〇 個 人に関する情報               |

① 議 員個人の情報                ・
1  白 金融機関名日本支店名・日座種別ロロ座番号t非公南の住所口電

話番号
=ク レジットカ干ド売上票のうち、政務調査費として支出した経費以

外の支出にかかる記載部分 な ど

② 支 払いの相手方が個人の場合
・ 支払い相手方の氏名口住所、振込先金融機関名,本支店名口田座

種別1口座番号、印影 な ど

O 法 人に関する情報

① 支 払いの相手方が法人の場合
口 振込先金融機関名・本支店名・回座種別,回座番号、領収書の担

1   当 者氏名口E日影 な ど

-26-



政務調査費の交付から収支報告書提出 ・閲覧までの流れ

会派の届出 (条例第 5条 )※ 会派のみ対象

議員が会派を結成し、政務調査費の交付を受けようとするときは、代表者
及び政務調査費経理貢任者を定め、代表者は会派結成届を議長に提出

は含婆僚盛晏窪饗峯豊審整ビ
生じたときは会派異動届、会派が解散したとき

 ヽ       ↓
知事への通知 (条例第 6条 )

議長は、毎年度4月 5日 までに政務調査費の交付を受ける会派及び議員に
ついて知事に通知 ―
会派に異動等や議員に実動があつた場合も知事に通知

１

ャ

交付決定 (条例第 フ祭)

知事は、会派及び議員につしヽて、政務調査費の交付決定をおこない、会派
の代表者及び議員に通知

↓
交  付 (条例第

18条
)

知事は、毎月、政務調査費を会派の代表者及び議員に交付

―

サ

収支報告書 (条例第 10条 )

会派の代表者及び議員は、交付を受けた年度終了国の翌日から起算 して3
0日 (通常の場合、4月 30日 )以 内に収支報告書を議長に提出

会派の代表者は、会派が消滅したときは、消滅した日の属する月までの収
支を、収支報告書により消滅した日の翌日から起算 して30日 以内に議長に
提出

議員は、辞職等により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属
する月までの収支をヾ収支報告書により議員でなくなつた日の翌日から起算
して30国 以内に議長に提出

↓
議長の調査 (条例第 11条 )

議長は、収支報告書が提出されたときは、必要に応 じ調査

↓  、 .
政務調査費の返還 (条例第 12条 )

会派の代表者及び議員は政務調査費に残額が生じた場合は、知事に返還

↓
収支報告書の保存 コ閲覧 (条例第 13条 )

議長は、収支報告書を提出すべき期間の末国の翌日から起算して、5年
を経過する日までの間、収支報告書を保存、関覧に供する。

※ |   |!よ 、会派承び議員が関与する事項
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第5号様式(第5条関係)

(提出必要)

(会派の場合)

平成  年  月  日

'■
1  山 梨県議会議長 殿

会 派  名

代表者氏名

|!1    平 成 1年度政務調査費に係る収入及び支出にもいセ(報告)'

||ぅ督啓鶴堅轟整畳離ン緊擢母]i予キTT?■|

阿
ロ

ビ
ト
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(提出必要)

(議員個人の場合)

平成  年  月  日

第5号様式(第5条関係)

山梨県議会議長 殿

議 員 氏十名   r  ′ 印

―′ 平 成 ・年度政務調査費に係る収入及iび支出について(報告)|‐

出梨県政務調‐査費のヽ英付に関‐する条例第‐10条の規1定に基づきti別紙のとお

り、平成|1 年度政務調査費収支報告書を提出しますふti‐ ―

T密9・



(提出必要)

(会派の場合)

別 紙

平成  年 度政務調査費収支報告書

|  ‐ 十収 ‐入

.  1 政 務調査費
:       円

2 支
｀
出

円

-30-

項  目 支 出 額 備  考

調1 査研 究 費

研   修   費

ム
=

= 主
言我 費

資1 料 作 成 費

資 料 導 入 費

広 報 費

事 務 費

人 件 費

△
口 計

2 残  余



(提出必要)

(議員個人の場合)

別 紙

可 収  入

政務調査費         円

2 支  出   t

平成  年 度政務調査費収支報告書

項  目 支 出 額 備 ! 考

調 査 研 究 費

研   修   費

会 ヽ 議  費

資 料 作 成 費

資 料 購 入
夕
費

広 1 報  費

事   務   費

人   件   費

事 務 所 費

目 計

円

-31-

2 残  余



(提出必要)
第6号様式(第5条関係)

調 査  研

( 領収

動 記 録 票

付 用 紙)

会派コ議員名

揖
朝

究

書

項目(該当するものにOを 図む)

調査研究費 研修費 会議費 資料作成費 資料購入費 広報費 事務費 人件寅
事務所費

(議員個人のみ)

上記活動に要
した経費|

経費の内容 金額(円):(接 分率) 充当金額 (円)

[領収書貼付欄](複数枚貼付可・重ならないように貼付すること。)

この欄に貼付しきれない場合は、裏面に貼付すること(裏面場」添領収書 無 ・有 )。

)1ま、墨蟹】理し
-32-



(提出必要)

第7号様式(第5条 関係)

政務調査費支出証明書

※この証明書は、領収書等の書類が徴し難しかつた場合に、使用するものとする。

※この証明書は、第6号様式(調査研究活動記録票)に添付すること。

※上記の支出において、政務調査費に接分して充当する場合は、接分する前の支出金額を記載すること。
(接分は、第6号様式(調査研究活動記録票)にて行うこと。)る

支出年月日 支出先 支出内容 支出金額(円)

Ｈ

‐

領収書等を徴し難かわた理由 備考

支出年月日 支出先 支出内容 支出金額(円)

H

領収書等を徴し難かつた理由 備考

支出年月日 支出先 支出内容 支出金額 (円)

H

領収書等を徴し難かつた理由 備考

上記のとおり、相違ないことを証明します。

平 成 年 会派経理責任者
圭
弱 印
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(提出必要)
′

(参考様式1)

政務調査費 (人件費)勤 務実績表 と領収書

(調査研究活動記録票)に添付してください。

平成   年    月 分
会派名

議員名

従 事 業 務

調査研究補助業務

その他の業務

当 月 出 勤
日   数

日

支 払 総 額 円 (A)

接 分  率 °/o(B)(全 業務のうち、調査研究補助業務の勤務実績割合)

費
額

査調
当

務政
充 (A)X(B)= 円

上記のとおり、勤務したことを証明します。

会派経理責任者
議     員

上記「支払総額」を領収致しました。

平成 年  月   日

氏 名

印

印

※この領収書は、第6号様式 (調杏研究活動記録要)に添付1ンてぐださい
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(整備,保管書類)

(参考様式 2)

政務調査費 (人件費) 勤務日誌

※この勤務日誌は、参考様式1((人件費)勤務実績表・領収書)の接分率を算出するためのものです。

平成   年    月 分

会派名 ・議員名

勤 務
時間数

勤 務
時間数

うち調査
究補助業
従事時間

調査研究補助業務内容補助業
事時間

政務調査費充当の接分率 ●)  /(o   =

-35-



(参考様式 3)

【平成   年    月 分】

政務調査費支出簿 (日別集計)

会派名
議員名

(整備・保管書類)

日

使 途 項 目

日丹lj言十調 査 ‐

研究費
研修費 会議費

料
費成

資
作

資 料
購入費

広報費 事務費 人件費
事務所費
(議員個人の

み)

1

4

C

ユ

2(

｀
21

22

23

つ
乙

25

つ
る

つ
乙

つ
乙

29

つ
０

31

月計

※これは、第6号様式(調査研究活動記録表)にて充当した政務調査費を、使途項目ごとに
日別に、集計するものです。
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(整備と保管書類)

(参考様式 4)

政務調査費支出簿 (月別集計)

【平成   年 分】 会派名
議員名

※これは、参考様式3(政務調査費支出簿(日別集計))にて記載した、「月計」の数字を転記して、「年計」の数字を集計

するものです。|

※この「年計」の数字が、第5号様式(収支報告書)に記載すべき金額となります。

月

使 途 項 目

月別計
調 査
研究費

研修費 会議費
資 料
作成費

資 料
購入費

広報費 事務費 人件費
事務所費
(議員個人α

ぢ生う

4

5

6

7

8

9

10

12 /

1

2

3

年計

-37-



ふ  リ  カき な 生年月 日

氏 名 年 月    . 日 生

所住
．

現
十

一Ｔ

電 ! 話 番 i 号 緊急時の連絡先
(携帯電話等)

次の条件にて契約します。

雇
―
用1 期‐

間 平成  年   月   日     か ら  平 成フ1年 ■ 月
1日

就 ! 業場 所

業 務 内 1 容

就1 業時 間

休

一

日

給 与 ( 賃金 )
月給        円 (または時給

その他

円)

給―与 支 払 毎月     自 締切 日支払

給 与 振 込 先
銀行等      ナ       支 店

普通 ゃ当座預金      田 座番号 ‐
     ‐

上記期間満了をもつて本契約を解.消する古

契杓書は2通作成しく双方が各1通を保管する。

平成

会派名

代表者名
(議員名)

氏名

年 月 日

雇用者

日
ド

ｒ
ト

被雇用者 ロ
ロ

ｒ
ト

(整備臣保管書類)
(参考様式5)

雇 用 契 約( 書

※政務調査費を入件費にて充当する場合は、上記の内容がわかる様式で、

被雇用者と雇用契約を締結ヒてくださVと
38-



(参考様式6) (提出必要)

県外・海外調査概要書

派 ・議 員 名

調 査 年 月 日 平成  年   月   日 (  )～  平 成  年   月   日 (  )

調 査  目  虻

1

2

3

参  加  議  員

(会派の場合のみ)

調 査 内 容

及 び t

調 査 結 果

場  所

相手方

内容
(結果)

場  所

相手方

内容
(結果)

場  所

相手方

内容
(結果)

備 考

た場 合に限るn)又 は海外 における調査研究活動 のために政務調査費チ充 当した場合 |

成して、第6号様式(調査研究活動記録票)に添付してください。

※2 調 査日程・内容等がわかるように、行程表、写真等を添付してください。

※3 必 要に応じて、記載欄を追加(肖J除)してください。
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(参考様式フ) (提出必要)

意見交1換会等活動報告書

議  員   名

い 。

※2 必 要に応じて、記載欄を追加(削除)してください。

-40-



山梨太郎議員は、平成21年 8月 24日 (月)か ら26日 (水)ま での2泊 3日の行程で、
い岩手県OO市 の大規模地震被災地であるダム及び土砂崩落現場
口青森県OO市 のXX商 店街
ち青森県OO市 の県立インキュベーシヨン施設 を 視票した。

視察に要した経費

①甲府駅
T肇

岡駅～青森
轡圭.モル ニル・桑お機   師 53円

!

旅行代理店に手配した。領収書あり

泊料   8月 24日 盛岡Aホテル          13,500円
旅行代理店に手配した。領収書あり

泊料   8月 25日 青森B旅 館          16,000円
旅行代理店に手配した。領収書あリ  ー

岡駅～〇〇市役所 路 線バス           1,300円 (片道650円 )

 ヽ               路 線バスのため、領収書をもらえなかつた。

⑤青森釈～XX商 店街 路 線バス            800円 (片道400円)
夕             路 線バスのため、領収書をもらえなかつた。

日の昼食代              24日     l p00円

,25日      700円             !

26日      1,200円

事例①(調査研究費)

実際どのような会計処理を行うか。

事務処理の流れとすると、

1「調査研究活動記録票 (支出するごとに作成 ・領収書縮付)
|           ↓

H「政務調査費支出簿 (活動記録票の充当額を月毎に集計)」
‐         ! ↓‐ と1月分集計)の作成Hl「収支報告書 (支出簿を1

W「 収支報告書」 ・健 輸窮着動記録豪Jの 提出
↓

(V 政 務コ空■の通選 (凛題が生じた場合))

となります。

」の作成

の作成
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I 調 査研究活動記録票の記載H領収書の添付

作幌ぜ卒汗亀甚1轡翠選桑1至雰晟嘉璽麦士標楚をあ衣設読増   埋 写字つ|1払をず

1.会派名・項目=年月日,場所,相手方コ参加議員名B目的等を記載します。

2.本に、「上記活動に要した経費」を記載しますが、                 く

2-1 ま ず、最初に充当が不適切な|のを除きます。
! ⑥ の昼食代は、政務調査費を充当することは不適切ですから、除外します。

2-2ャ 次に、要した費用を充当するに当たって投分等を行います。
③の宿泊費ですが、支払った経費は16,600円

覆著,≧評
指針上、F泊 料め

千章事
の
十埒114,869甲

モ
すので、政務調査費に充当する額は14,806円と
(添付していただく領収書は、旅行代理店からもらつた16,000円の領収書の明細です。) :    |

①、②、④t ⑤め経費は、全題売当できますので、そのまま(接分率16/1o)の金額を記載します。

3.領収書あ添付                             ヽ        i

翌
§霊碁

鳥鷲軍昌路尋負溜 腱 製 言隈 縦表房壌艇ゴ艦裏健(第力様れた
そうすると、これは、領収書の代わりになりますので、活動記録票に添付してください。

3顛離岳言]謎強堀】録雪景準:
塁

母

I政 務調査費収支報告書の記載                |

雲箸チ。

「
啓
亨調

亨
費
坪干

報告言、
第5号

菅
式)」を

評
載します。再?様 式は、従来記評してぃただい

|も
のとほぼ同じ捧

Iで作成した「政務調査費支出簿(月丹」集計)」の「年計」の数字を、項目ごとに記載してしヽただきます。

IV政務調査費収支報告書r調査研究活動記録票(領収書添付)の提出

最後!こ、IIEまでの会計処理が終わりましたら、IIIで作成しました「政務調査費収支報告書(涼本)」及む I「調査研究活
動記録裏(領収書口支出証明書=その他の書類を添付したもの)」の写 しを、議長(議会事務局)へ提出しますも
「調査研究活動記録裏」の原本は、各会派経理責任者E議員個人が、収支報告書の提出期限より5年間保存しておい

てください。

(V政 務調査費の返還(残額が生じた場合))       ・ ・・

Ⅳで作成した「政務調査費収支報告書」において、収入鐘より支出額の方が少なかった場合は、その残余額を返還す
る必要があります。

融機雷盈署た譜 挫摂暑釜豊辞会梶聖衰手
作成いた,ますので、その納入通知書と返零額?現金をお近くの金
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(事伊J①記誠側)
(提出必要)

第6号 様式(第5条 関係)

調 査 研 究 活 動 記 録 票

( 領収 書 等 貼 付 用 紙)

会派く議訪 山 梨 太 郎

項目(該当するものにOを 図む)

〇 研修費 会議費 資料作成費 資料購入費 広報費 事務費 人件費
事務所費

(議員個人のみ)

年月日 平成21年 3月 24日 (月)～  9月 26日 (水)

場 所 別紙のとおり

相手方 汚J紙のとおり

参油した議員
等の氏名

来会派の場合のみ、議員名を記載してください。

目的口内容・結
果等

月」紙のとおり

上記活動に要
した経費

費 目 経費の内容 金額(円) (接分率等) 充当金額(円)

交通費
甲府駅‐盛岡駅‐青譲駅

→甲府駅
53,150 , X 1 0 / 1 0 = 53.15(

宿泊費 8/24 盛 岡Aホ テル 13,500 x 1 0 / 1 0 = 1 3 . 5 0 (

宿泊費 8/25 青 蒸 B旅 館 16.000 上限14,800円 14,80て

交通費 岩手県内 パ ス代 1,300 X10/10 二 1,30C

交通費 青森県内 バ ス代 X 1 0 / 1 0 =

X  //   =

合計 84,750 83.55(

[領収書貼付欄](複数枚貼付可B重ならないように貼付すること。)

領  収  書

‐  平 成21年 8月27日

山 梨 太 郎 様  ‐
金額    ¥82,650-

ただし、8/24～ 8/26旅 行代金として

上記正に領収いたしました。

山梨県甲府市丸の内1-10-100

関東日本ツーリスト株式会社
甲府支社      印

請求明細

山 梨 太郎 様

項 目 今 穏 億 考

交通費
甲麻駅→盛岡ER 1702C

盛岡駅→青森駅 6,26C

言森駅→甲府駅 29.87C

宿泊料
帝 岡Aホ テ ル 1350C

言 森 B旅 留 16.00C

合 計 82,650
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(事側①記載側)
(提出必要)

第7号様式(第5条関係)

政務調査費支出証明書

※この証明害は、領収書等の書類が徴し難しかった場合に、使用するものとする。

※この誕明書は、第6号様式(調査研究活動記録票)に添付すること。              、

下尭顧琢帽輩聖着署名嘉:摺望罫芽著詔慾 穐毒落雪暑員坑ヽ接↑すゃ中の手Ⅲ金額を平載すること。

支出年月日
支出金額(円)

H21日 8・24 (株)岩手交通 肇岡駅～oo市 役所までの路線バス代(往復) 1,300

領収書等をなし難からた理由

路線バス代金だったため、領収書をもらうことができなかったも

=出年月日 支出金額(円)

H21・ 8・25 (株)青森交通 青森駅～xx商 店街までの路線バス代(往復)

領収書等を徴し難かった理由

路奪バネ付1金だつたため、領収害をもらうことができなかった。

支出年月日
支出金額(円)

領収書等を徴し難かった理由

平成21年8月2フ日
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(参考様式6)

(事例①認載側)
(提出必要)

県外・海外調査概要書

派 J議 員 名1    山 梨 太郎

調 査 年 月 日 平成21年 8月24自 (月)～  平 成21年 8月26日 (水)

調 査  目  離

1 大規模地震の被災地の復興状況を調査して、本県の災害対策の参考とする。

2 中心市街地活性化の先進事例を調査して、本県の施策策定の参考とする。

3 県直営のインキュベーシ当シ施設を調査して、本県施設の充実に向けた参考とする:

参 カロ 議  漂

(会派の場合のみ)

調 査 内 容

及 び

調 査 結 果

場  所 岩手県OO市 内のAダム、B地 区内の土砂崩落現場

相手方 国土交通省東北地方整備局OO課 長、OO市 総務課長

内容
(結果)

讃 、罐轍話整釜鉄雪盤五轟 韻【馴
たも
大規模地震に備えて、OOが 必要であることを再認識した。

場  所 青森県OOtt XX中 心市街地活性化協議会

相手方 XX中 心市街地活性化協議会事務局長

内容
(結果)

空き店舗活用事業に取り組み、元気な町づくりに虜功したOOttX X商 店

街において関係者から説明を受け、実際の町並みを調査した。
″
OOな どの取り組みはt本県でも十分活用できるのではないかと感じた。

場  所
'青

森県OO市 県立XXイ シキュベーション施設

相手方 インキユベーション・マネージヤ千、入居企業代表者

内容
(結果)

県が設置して、直接運営しているインキュベーション施設の運営上の課
題、自立企業等の成果について説明を受けた。また、施設を見学して、入居
企業の代表取締役から話を聴いた。

備 考 行程表及び写真 別添のとおり

1  こ におけ

成して、第6号様式(調査研究活動記録票)に添付してください。

※2 調 査日程口内容等がわかるように、行程表、写真等を添付してください。

※3 必 要に応じて、記載欄を追加(肖」除)してください。
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月 日 調査場所
時刻

備考
t 着 発

8 月|

2 4日

( サ司)

甲府駅 7:50
(あずさ4号)→新宿駅二東京駅→
(はやて13号)→盛岡駅

○○市役所 14:00 15:00

被害球況等の説明
OO市 総務課長、
国土交通省東北地方整備局

OO課 長

ハダム、!
母地区■砂癖落現場 15:30 17:00 被災地の視票

宿泊 18:00 盛岡Aホテル
岩手県盛岡市○01234

2 5日

盛岡駅 9:00 (白鳥3号)→青森駅

Oo市 |
XX中 心市街地活性化協議会

13:00 14:30

XX商 店街の取り組みの説明
XX中 心市街地活性化協議会

―    事 務局長

文f文商店街 14:30 16:00 商店街の視察、商店主と意見交換

宿泊 16:30 青森B旅館
青森県青森市○09676

鋼
　
！杓

２

　

一ｒ
、

宿舎 9:00

県立

米Xインキュベ■ション施設
9:30 12:00

インキュ谷―シヨン施設の状況の説明
インキュベーションとマネージャー十

甲府駅 19:20 譜 義罫里寄濤謙新宿T→

(事行]①記載側)
政務調査 行程表
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・    (事 観①認載観)

(整備"保管書類)

(参考様式3)  |

政務調査費支出簿 (日別集計)     ―

【平成 21 年  8 月 分】  1             会 派名・      ―

便憂少 山梨 太 郎

日

使 途  項 目

計
調 査
研究費

研修費 会議費
資 料
作成費

資 料
購入費

広報費 事務費 人件費
事務所費
(議員個人α

み)

3,150 3,15(

6,000 6.00て

4501000 450,00C

1

1

1

]

I

1 0

ユ 0

1 0

つ
乙

0

0

28

24 1,300 1,30て

紀
一　

　

中

視察経費
0

31,450 81,450

0

55.300

35,000 50,000 85,000

0

月計 33,550 0 62,280 450,000 38,150 50,000 683,980

※これは、第6号様式(調査研究活動記録表)にて充当した政務調査費を、使途項目ごとに

日別に、集計するものですど
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(事81f①説載翻)

(整備=保管書類)
(参考様式4)

【平成 21 年 分】

政務調査費支出簿 (月男1集計)

会派名

建轟か 山梨1太郎

月

i   使  途  項  目 |  ~ ~

月別計
調 査
研究費

研修費 会議費
資 料
作成費

料
費入

資
購 広報費 事務費 人件費

事務所費
(議員個人の

み)
ユ 20,500 5,000 10,500 5,250 4it 250
2 5,600 12,00o 8,900 350,000 10・500 20,000 407,00C
3 255,000 5,250 15,890 21,00o （

Ｖ
力
■

4 25,000 5,698 5,250 35,948
5 327,300 6,980 3,150 337.430
6 .4,560 ｎ

Ｖ
ハ
） 4,895 4,200 24・155

7
‐2681000 10,Ooo 15,974 7,350 301,324

8 83i550

21,000

62‐280 450, ハ
） 1 50,000 083,980

9
6,587 8,400 35,987

1 10 450,Ooo 20,000 5,489 7,350 482,83S
40,00o 2 2 , 5 0 0

6 , 5 9 8

6,300 68,800
12 31・500 52,250 90,348

年計 1 , 4 1 4 , 5 1 052,000 60,00o 68,250 800,Ooo ｎ
）

Ｅ
↓ 70.000 2,306.201

するものです:官干
3(叫務調

亨亭手甲簿(F別
幸肇

),ri十評載した、「月計」の数字を転記して、「年計」の数字を集計

挙|の「午討」め教字が、第5号様式(収支報告書)に記載すべき金壷となりますと              '
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(事側①記載fll)
(提出必要)

(議員の場合)

別 紙                 ‐

平成21年度政務調査費収支報告書

1収 1 人 t‐

1故
務諭査費‐1 29760,000円   !

2 支  出  '   l                  i

この場合、
「収入額ょくF支出の合計」なので、残余0となります。

「収入額」>「支出額」の場合は、【「収入額」―「支出の合
計」】の金額を、記載して下さいさ

円
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項  目 支 出 額 備  考

調 査 研 究 費 11414,510

研 修 費 52,000

会  議   費 601000

資 料 作 成 費 68Ⅲ250

資 料
モ
購 入 費 1721291

広 報 費 8009000

事 務 費 169,.150

人 件 費 701000

△
ロ 計 2,8069201

2 残  余



事例②(交通費)

山梨太郎議員は、自己所有の自家用車で、県内各地を移動しています。
平成20年 5月19日 にその車にガソリンを給油し、その後、5月23日 にガソリンがなくなったので、30リット,ル4,500円 のガソリンを給油しました。それぞれの車の移動距離は計測していませ
んで したも              ~ ~ ~ ~ ~ ~―

▼ ‐… 十ヽ一十ヤ
千
レ…………'い“:"レ Vヽ‐いに

挙rlま
、 「調査研

誓
活動」に該当する

|の 下
す。)(1この事例は、5/1 9二5/ 2 3のガソリレ代の事例で

自動車の使用状況は、次のとおりで した。
|

r…'Sライイ
…
び
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………T……………Ⅲ`……

申宅〒界会議事堂  執 行部 (県農政部)か ら原お高騰農家対策について、話をFF5く。※    |

県会議事掌→甲府市 有力後援者である諏訪太郎氏と講演活動について打ち合わせ   !    |

甲府市→自宅   帰 宅                      |

r…'事ラ4メ5ヤ
………………

1…
……………………………………………………………………!…………………1……………………………………………………………

この日は、すべて私用で、車を使用 した。

r…ぎ/2…イ
…………T……………………!………………………………T…………………Ⅲ…………………………………

この自も、すべて私用で、車を使用した。    _
r"・Sジ/'ど

iど………………………………!……■……………………………………Ⅲ……………….………………………………………………………………………………・

自宅→韮崎市塩崎ヽ 農業生産法人 「火―パー才グリ」より、大規模農業経営について、話を聞く。※

韮崎市〒甲府市   党 県連本部で、次期衆議院選にっいての打ち合わせ

甲府市→自宅    帰 宅・
r…どンども

………
1…
…………………

1…
……………Ⅲ…………………………………………….…………….……………………………………………………………………………

申宅→県会議事堂  執 行部 (県福祉保健部)か ら、薬害肝炎について話を聞く。※  |

議事堂→甲斐市   ャ マダ電機で、個人的な買い物

T斐
市→甲府市  1昔

轟築棄ン露脊
ルネサ

ィ
ス準合

=援
事業」rこつぃて、甲府"農 協直売所にて農協職員から

甲府市す笛吹市   後 援会懇親会出席
笛吹市→自宅    帰 宅の途申、ガソウンスタンドで給油も

O充 当協分について

上記のように、自動車の使用が、「調査研究活動」・「私用」ず後援会,政党活動」といろんな活動に使用さ
れており、また、それぞれの走行長E離を計測していなかつたので、p4運用指針(1.交通費(3)ガウリン代
②ガソウシ代の接分)にある「1/4」を上膜とする接分率を使用することになります。今白は、上限値である
1/4を使用することとすると、

4,500 X1/4二     1,125F珂

○領収害について

ガソリンスタンドからもらった領収書(レシート)を「調査研究活動記録票」に添付します。
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(事例②認載好g)
(提出必要)

第6号様式(第5条関係)

調 査 研 究 活 動 記 録 票

( 領収 書 等 貼 付 用 紙)

会C 山 梨
1 太

郎

項目(該当するものにOを 図む)

⑩ 研修費 会議費 資料作成費 資料購入費 広報費 事務費 人件費
事務所費

(議員個人のみ)

年月日 平成20隼5月23日

場所 員会議事堂、韮崎市塩崎、甲府市農協直売所

相手方 県執行部 (農政部。福祉操健部)、 農業生産法人 「スーパ■アグリ」、甲府市農協

参加した議員
等の氏名

山梨太郎

目的=内容・結
果等

5/19.23県執行部からの説明聴取、5/22大規模農業経営視葉、5/2,農協直売所視嘉

上記活動に要
した経費

費 目 経費の内容 金額(円):(接 分率等) 充当金額(円)

交通費 ガウリン代(5/19～5/23分 ) 4,500
x  1 / 4  =

(指針定数)
1,125

X    /   二

X   /   =

X    //   1千

X    //   =

X   //   と

合計 4.500 1112:

[領収書貼付欄](複数枚貼付可・重ならないように貼付すること。)

(夕夢ジット領暇書)
て株)薫白本ウサム中部支療

ァ直』二       200:岳/Sメ23
YAMANAS臓 ITA漁01豪
ViSAカード X X X X1002
レギユラーガソ響ン
3‐0,001と 8158.0        4508円
て曲キガソリン税85趣.80 1S14円)

合計   ‐  41S38円
〔内1消費税(5既〕214関)
支払い区分 一語 Hこ貼付すること優 面領収書

③
有 )

塚aミ| 3こと
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事例③(事務所費四人件費)

梨太郎議員は、百専百両丁顎瓦丙て に、自宅 とは
会 (山大会)事 務所と兼用)を 持っています。電気は自宅とは別メ,―夕とです。
事務所の中で、 「調査研究活動」分として約 30ポ 、 「後援会

~F占

大会)活 動」分として約 20
mのスペースを使っています。
また、事務所に1ま、1人事務員 (武田勝郎さん)(親 族でない第3者)を雇つており、その人にはi政務調査研究活動の補助 (資料整理口各所への連絡等)の仕事と、後援会の仕事をやって

もらつています。山梨さんと武田さんとの商では、雇用契約を締結しています。  i
球田さんは、日々の業務内容を勤務日誌につけてぃます。勤務日誌からすると、5月の 「詢査

研究活動補助業務」の割合は30%で した。                 |

事務所費・f人件費として要した経費(平成芝0年5月分)

1電気料(東京電力) 4,880円口領収証ゎり(調査研究と後援会等との使用害U合本明)

の本田さんの給料     19o,066円 (各種手当日税込)  ―

○充当般分について

,  ① の費用については、使用割合が不明なので、事務所ス谷
―スで接分(30/30キ20)じ、充当する。

l     ①   4,889x30/50=  2,928円             i    ―

午②の人件費につぃては、勤務日誌より「調査研究補助業務」の勤務実績割合が、30%な ので、

② 19o,o6o x30/19o主 57,06o H       ‐

〇領収害について

, l ① につぃて、「領JIR証」があるので、それをr調査研究活動記録真」に添付します。
! t ②r子ついては、「政務調査費(八件費)勤務実績表・領JIX書」を、「調査研究活動

記録票」に添付します。
また、武田さんと交ゎした「雇用契約書」や「勤務日誌」についてはt添付する必要

があります。
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(事側③認載FIJ)
|         (提

出必要)

第6号様式(第5条関係)

調 査 研 究 活 動 記 録 票  ・

( 領収 書 等 貼 付 用 紙)

会権 動 山 梨 太 即  、

項目(該当するものにOを 囲む)

調査研究費ヤ 研修費 会議費 資料作成費 資料購入費 広報費 事務費 人件費 鰯

年月日 平成20年5月28日

場所

相手方

参沖した議員
等の氏名

目的口内容・結
果等

平成20年 5月 分の事務所電気料

上記活動に要
した経費

費 目 経費の内容 金額 (円) (接分率等) 充当金額(円)

光勲水賢 事務所電気料 4,880
X 3/′ 5 =

(面積による)
2,928

X    /   =

x   /   E

X   /   =

X   /   =

X   /‐  =

合計 49880 2,928

[領収書貼付欄](複数枚貼付可・重ならないように貼付すること。)

①の分

この欄に貼付しきれない場合は、豪面に貼付すること侯 面領収書
③

有 )

電気ご叢揺量のお知とせ | れ 築 太軒 様 隈気車室等援購  〔白座環番鯛
2命隼岳月持

20年6貞分               1議 収豊嬢  4,338再
ご使用!量 314k輸              |う ちi蔑堂稚   232円

蓋☆予定襲      73tO翔       1      山 1饗太部 韓
上記釜盤を5員28ロコ座撮番にぶ
館収させていただきました。

東京電免株式会社

甲鯖支1牲

内容に関する資料 (視軍報告書 B開催通知等)は、整理し
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第6号様式(第5条関係)

(事側③認載fll)
(提出必要)

調 査  研

( 領収

究 活 動 記! 録

書 等 貼 付 用 紙)

会C 山 梨 太 郎

項目(該当するものにOを囲む)

資料購入費

平成20年 5月分の事務所職貞め給料

上記活動に要
した経費

経費の内容 金額(円):(按 分菊 充当金額(円)

(実績による)

合計

[領収書貼付欄](複数枚貼付可i重ならないよう|

この欄 こ貼付しき加 場 合は、豪面に貼付すること優 面悧 添領収書 無 。
0兆
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(事ell③認覇f13)
(提出必要)

(参考様式1)       ・

政務調査費 (人件費)勤 務実績表 ゴ領収書

平成 20 年  5 月 分
会派名

翁
出 梨 太 郎

従 事 業 務

調査研究補助業務

・調査研究に係る資料の作成 ・整経
・地元住民からの高い合わせ対応
・県庁 ・各出発機関への連絡 ・問い合わせ

その他の業務

・後擢会 (出大会)の 会員への連絡
P後援会たよりの制作
・後擢会会計事務

当 月 出 勤
日   数

20 日

支 払 総 額 1901000 円 (A)

接  分  率 30%(B)  (全 業務のうち、調査研究補助業務の勤務実績割合)

費
額

査調
当

務
十

政
充

( A )文 (B ) = 57,000 円

上記のとおり、勤務したことを証明します。

1  ‐

山梨 太 郎 ①

上記「支払総額」を領収致しました。
/平 成

氏

2 0

武

月
　
麟

６年
　
日

5 日

郎
    ①

※この領収書は、第6号様式(調査研究活動記録票)に添付してください。
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(事翻③認戴翻)
,(整 備Ⅲ保管書類)

(参考様式2)

政務調査費 (人件費)勤 務日誌

平成,0年 5月分

会派名 ・議員名 出梨 太 郎 雇用職員名 武田 麟 郎

:日 曜 日
務
数聞

・

勤
時

！

日 曜 日
，
十移
甥

査
業
間

調
助
時

ち
補
事

う
究
従

調査研究補助業務内容
務

数間

勤
時

，
移
努

査
業
間

調
助
時

ち
補
事

う
究
従

調査研究補助業務内容

1 木 3 県外視霊の準備 土

2 金 1 県外視襲め準備 日 0

土
!

月 原お再騰聞選の資樹収
集 ・整軽

4 日 0
火 2

原濃再騰問題の資料収
集 !整理

5 月 3 県外視窯同行 水 8 原抽高購問題について
農家から聞き取り

火
木

7 水 2 黒政報告会の準備 金

木 具政報告会の準備 土 0

9 金 8 県FR報告会の準備 日

土 4 県政報告会開催 26 月 8 8 県政たよりの製作

日
火 県球だよりの製作

月
28 水

火
木 8

水 8
金

151木 0 土

161 金 8 計 C代)

政務調査費充当の接分率 (D 50/は ) 168   =    3o%

※この勤務日誌は、参考様式1((人 件害)勤務実績表。領収書)の接分率を算出するためのものです。
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(事elf③認載rlt)

(整備H保管書類)

(参考様式5)

雇 用 契 約 書

※政務調査費を入件費にて充当する場合は、上記の内容がわかる様式で、

被雇用者と雇用契約を締結してください。
-57-

ふ  り  が  な たけだ か つろう 生年月日

氏     名 武田  麟 郎 昭和47年 5月 5日 生

現  住  所 千400-0117‐ 出梨県甲輩市西八幡4000番 推

電 話 番 号 055二 237-9999
緊急時の連絡先
(携帯電話等)

080-123-1234

次の条件にて契約します6

雇 用 期 間 平成20年 4月 1日     か ら    平 成21年 3月31日

就1 業場 所 山梨県甲府市丸の内1-2-3

業 務 内 容 出梨太郎議員の 「調査翻舞活動補助業務」および 「能援会 (山太会)業 務」

就 業 時 間 午前8時 30分 ～午後5時 30分

休 日 土 ・日・祝日

給 与 ( 賃金 )
月給 1‐809000 円

をめ他
1通

勤手当10,000円

給 与 支 払 毎月1 末 日鯨切 翌月5日 支払

給 与 振 込 先
山梨中央銀行

く豆>当座要金
銀行等 県庁 支店

口座番号 1234567    1

上記期間満了をもつて本契約を解消する。

契約書は2通作成し、双方が各1通を保管する。

平成 20

会派名

代表者名
(議員名)

氏名

年 日

雇用者

山 梨 太甲①
麟郎①被雇用者 武



事例④(人件費)

山梨太郎議員は、後援会業務は専属の 行つていますが、
そつては、自ら一人で行っていました。
このところの原油高騰による農家に対する影響の実態を把握するため、電話帳から無作為に

109軒抽出して電話アンケニトすることとし、その電話アンケートのために、短期で、近所在住
の大学生 (酒折太郎君 B山梨学院大学で行政を専攻している)を 雇用契約を締結し、アルバイ
トで雇いました。

八件費として要した経費(平成20年5月分)

1 :  t  '  |  :  :                  !

①アルバイト代      21,600円 ・(時給900円X8時 間 x3日 間))

〇計■項目にっいて            、

十姦とが軽世泳も皆宅建霊晶甚塾佳寄せ手督説益提矯蓑窮零
が`宇期1単発1芋

O充 当接分について

十― ―著婁異気
が すヽべて「調査研

守
活動の補助業務Jなので、すべてを充当することが

〇領収書について

1母録豊1輪麟 ;絹縄鸞襲髄覇垂‐|1垢胡
ま―否付するⅢ雫はありませィ

-58-



(事例④認載側)

(提出必要)

第6号様式(第5条関係)

調 査 研 究 活 動 記
i 録

票

( 領収 書 等 貼 付 用 紙)

会権 動 山 梨 太 郎
十

項目(該当するものにOを 図む)

⑩ 研修費 会議費 資料作成費 資料購入費 広報費 事務費 人件費
事務所費

(議員個人のみ)

年月日 平成20年5月5日

場所

相手方

参加した議員
等の氏名

目的=内容=結

果等    !
原油高騰か農家に与える影響の電話ァンケT卜 ・集計業務のアルバイ ト代

上記活動に要
した経費

費 目 経費の内容 金額 (円) (接分率等) 充当金額(円)

賃 金 アル′ヽイト代 21,600 X 10//10 = 21960C

X  /  =

X    //   =

X    /   =

文    /   =

X    //   =

合計 21,600
ら
４

Ａ
Ｖ

Ａ
Ｖ

会
０

[領収書貼付欄](複数枚貼付可・重ならないように貼付すること。)

この欄に貼付しき加 場 合は、瓢 蹴 付
す
ること優 面捌 翻 蜂

0・
有 )

| る (視察報告書 , 知等)は こと
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(事Fll④謡畿rlJ)
(提出必要)

(参考様式1)

政務調査費 '(人件費)勤 務実績表 コ領収書

平成 120 年  5 月 分
会派名

範
山 梨 i太  郎

従 事 業 務

調査研究補助業務
原滝高騰が農家に与える影響の電話アンケー

ト・集計業務

その他の業務 な し

当 月 出 勤
自   数

3 日

支 払 総 額 21,600円 (A)

接 分  率 1000/0(B)  (争 業務のラち、調査研究補助業務の勤務実績割合)

費
額

査調
当

務政
充

(A)X(B)干 21,600 円

上記のとおり、勤務したことを証明します。

上記「支払総額」を領収致しました。

山義 夫郎①

平成 20

氏 名 酒 ①

霞５
　
部

月
　
太

５年
　
折

※この領収書は、第6号様式(調査研究活動記録票)に添付してください。
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(事tll④謡載観)‐

(整備・保管書類)

(参考様式 2)

政務調査費 (人件費)勤 務日誌

平成20年 5月 分

会派名 出梨 太 郎 雇用職員名 酒 折 太 郎

日 曜 日 日 曜 日
勤 務
時間数

研
移
努

査
業
間

調
助
時

ち
補
事

う
究
従

調査研究補助業務内容
務
数間

動
時

研
務
数

査
業
間

調
助
時

ち
補

事

う
究
従

調査研究補助業務内容

1 木 土

2 金 日

土

・
８ ０

０
原穂高盛が農家に与える
電話アンケrト

月

日
０
０

０
９

原油高購が農家に与える
電話アンケート   ‐

20 火

月
０
０

０
０ 電話アンケー ト集計 21 水

火 22 木

7 水 23 金

8 木 24 土

金 25 日

10 土 26 月

日 27 火

12 月 28 水

火 29 木

水 金

木 土

金 計 (A)
ガ
叶

０
４ (B)

オ
特

●
４

政務調査費充当の接分孝 0) 24/(0  24   =    100%

※この勤務日誌は、参考様式1((人件費)勤務実績表・領収書)の接分率を算出するためのものです。
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(事plf④認議Cld)

(整備日保管書類)

(参考様式5)

雇 用 契 約 書

※政務調査費を人件費にて充当する場合は、上記の内容がわかる様式で、

被雇用者と雇用契約を締結してください。
-62干

ふ !り  が  な さかおり た ろう 生年月 日

氏 名 酒 折 太 郎 平成2年 5月 5ヨ 生

現 !住  所 〒400-0805 出 梨県甲府市酒折2丁 目打二打

電 話 番 号 055-237二 9999 緊急時の連絡先
(携帯電話等)

0 8 0 , 1 2 3‐ 1 2 3 4

次の条件にて契約します。

雇 用 期 間 平成20年 5月3日     か ら     平 成20年5月5日

就 業 , 場所 出梨県甲府市丸の内モー2と 3

業 務 内 容 原油高騰が農家に与える影響の電話アンケート・集計業薄

就| ‐業 時 間 午前8時 30分 ～午後5時 30分

休 日

給与i (賃金 )
時結  900 円

給l i 与支 払 5月 5日  支 払

給 与 振 込 先
現金支払い    銀 行等  |

普通 。当座預金      田 座番号

支店

上記期間満了をもつて本契約を解消する。

契約書は2通作成し、双方が各1通を保管する。

平成 20

会派名

代表者名
(議員名)

氏名

年 日

雇用者

梨 太 郎 ①

①被雇用者 酒 折 太 邸



山梨太郎議員は、毎月、OO地 区の農業の未来を語る会に参加しています。
14月の会合は、10日 (金)に XXレ ストランで開催され、参加者と県政や地域
の課題について語り合いました。
会費は、5,6oo円 でした。

1席上での意見交換の一部については、県議会常任委員会で執行部から状況を聴
き、あるいは、関係機関へ検討を依頼しました。

意見交換会会費として要した経費(平成21年4月分)

①会費 5,000 円

事例⑤―可(意見交換会会費 定期的に開催されるもの)

O計 上項目について

十  研 修費に計上してください。

○充当韻について

上限は5,ooo円 です。

〇添付資料にっいて

1  飲 食を伴う懇談会会費のため、意見交換会等活動報告書(参考様式7)を添付し
, ま す。
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(事例⑤-1記載例)

(提出必要)

第6号様式(第5条関係)

‐   調 査 研 究 活 動 記 録 票

( 領収 書 等 貼 付 用 紙)

会派・議員名 山 梨 太郎

項 目(該当するものにOを 囲む)

調査研究費 イ有研修菫 ,会 議費 資料作成費 資料購入費 広報費 事務費 人件費
事務所費

(議員個人のみ)

‐年月日 平成21年 4月 10日 (金)

場 所 OOtt XXレ ストラン

相手方 OO地 区の農業の未来を語る会

参加した議員
等の氏名

目的:内容口結
果等

別紙のとおり

上記活動に要
した経費

|

費 目 経費の内容 金額 (円) (接分率) 充当金額(円)

会費 山梨の農業の未来を語る会 5,000
,X 10/10=

5,00〔

X    ン /   三

X   /′   =

X   /  =

X   /イ   =

X   /′   =

合計 5,000 5,00C

[領収書貼付欄](複数枚貼付可,重ならないように貼付すること。)

領  収  書

平成21年 4月 10日

山 梨 太 郎 様

金額    ¥5ャ 000-

ただし、4月分懇談会費として

上記正に領収いたしました。

OO地 区の農業の未来を語る会

幹事  OOOO  印

ること(裏面明」添領収書 無 ,有 )
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(参考様式7)

(事例⑤一可記載例)
(提出必要)

意見交換会等活動報告書

議  員   名 1山 梨 太郎

い 。

※2 必 要に応じて、記載欄を追加(肖J除)してください。

会 の 名 称 OO地 区の農業の未来を語る会

会 の  目  雌

1 議員を中心に地域の農業関係者が集い、OO地 区の農業の現状と課題、将来展
望等を語る。

            )ぃ て、一般県良め目線から意見を交わ2広 く県政の重要課題や地域の問題にモ

す。
3会 員相互の親睦を図る。

会 の 構 成 員
構成具め職業等i OO市 内の農業者、一般市民(消費者)、市議会議員

構 成 員 数十 15 人

開 催 年 月 日 平成21年 4月 10白 (金)午後 6時00分 ～ 午後 8時00分

開 催 場 所 〇〇市  XXレ ストラン

び

に
る
容

及
政

　
内

申抑均帥

県
地
，関
意

1飲 食前に、私から県が実施している農業の新たな担い手の確保・育成対策につい

て説明した上で、参加者との間でOO地 区の耕作放棄地の現状や県の施策のあり
方について議論したも
2懇 談会のフリートニクでは、緊急経済対策、県道oOttX支 交差点の改修等につ

いて意見を交わした。

当日の参加者数 14 人

の

の
間

一い騰ｔ藤
飲
意
時

約 時間
t30分

ぅ

の
間

挫＝
△
云

を食
談

飲
懇
時

約 1 時 間  30分

会  費   離 総 額 5,000円 政務調査費充当額 5,000円

その後の対応等

1 県道OOttX x交 差点の改修については、その必要性が十分に認められるの
で、OO建 設事務所にその趣旨を伝え、検討願うこととした。
2平 成21年6月定例会の農政商工観光委員会で、農業の新たな担い手対策につ
いて〇〇地区の現状を取り上げながら、県の取り組みを聴いた。

備 考

※1 こ 一
ヽ

こ作成して、第6号様式 (調査研究活動記録崇)に添付してくださ
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事例⑤二2(意見交換会会費 単発で開催されるもの)

山梨太郎議員は、 11月 13日 (金)に 東京都内で開催された都道府県議会議員
研究交流大会に参加 しました。                 ′

当日は、大学名誉教授による基調講演、4つ に分かれた分科会に参加 した後、立
食形式による交流会に出席しました。この席で、他県の議員と議会改革に向けての
取り組みについて意見と情報を交換しました。

会費は、 3,000円 でした。

意見交換会会費として要した経費

①会費          3,000円

O計 上項目について

‐ 研修費に計上してください。

O充 当額について

上限は5,000円です。

O添 付資料について

飲食を伴う懇談会会費のため、意見交換会等活動報告書(参考様式7)を添付し
まする
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(事例⑤千2記載例)

(提出必要)

第6号様式(第5条関係)

r  調 査 研 究 活 動 記 録 票

( 領収 書 等 貼 付 用 紙) !

会派,議員名 山 梨 太郎

項目(該当するものにOを 囲む)

調査研究費 ⊂研修費D 会議費 資料作成費 資料購入費 広報費 事務費 人件費
事務所費

(議員個人のみ)

年月日 平成21年 11月 13日 (金)

場所 東京都千代田区 都 市センターホテル

相手方 都道府県議会議員研究交流大会

参加した議員
等の氏名

目的口内容口結
果等

別紙のとおり

上記活動に要
した経費

費 目 経費の内容 金額(円) (接分率) 充当金額 (円)

負担金 都道府県議会議員研究交流大会 3,000
X 10ン /10=

3,000

X   /   =

X   /   こ

X    /   二

X   /   =

X   /′    =

合 計 3,000 3,00C

[領収書貼付欄](複数枚貼付可・重ならないように賊付すること。)

¥3,000-

ただし、第9回都道府県議会議員研究交流大会負担金として

上記のとおり領収いたしました。
平成21年 11月 13日

全国都道府県議会議長会
事務総長  OOOO 印

山 梨 太 郎 殿

この綱に貼付しきれない場合は、裏面に貼付すること(裏面拐」添領収書 無 ,有 )
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(参考様式7)

(事例⑤-2記載例)
(提出必要)

い 。

※2 必 要に応じて、記載欄を追加(肖」除)してください。

意見交換会等活動報告書

整
瓦強 員  名 1山梨 太郎

会 の 名 称 都道府県議会議員研究交流大会

会 の  目  的
都道府県議会議員が一堂に会し、共通する政策課題等についての情報や意見の

交換を行うことによりt議会機能の一層の充実と活力に満ちた地域づくりに資すること
を目的とする。

会 の 構 成 員
構成員の職業等1都 道府県議会議員、議会事務局職員

構 成 口員 数| 約  500人 (当日の参加者)

開 催 1 年1 月 日 平成21年 打 月13日 (金)午後 1時00分 ～ 午後 7時 00分

開 催 場 所 東京都千代田区 都 市センターホテル

び

に
る
容

及
政
　
内

申抑”！帥

県
地
関
意

1!基 調 謡演            |
「さらなる改革を求められている広域

｀
自治体議会」大森 東京大学名誉教授

2分 科会
第1分科会 「議会の住民代表機能のあり方」

3交 流会
'OO県 議会議員から、議会からの情報発信のあり方、議会審議への住民参加

の取り組みについて聴取した。

当日の参加者数 約   500 人

の

の

間

一剛
麟

一

食藤
一

飲
意
時

約  5 時 間 分

、っ

の

間

挫廿Ａ〓　！

を食
桜
■

飲
懇
時

約  1 時 間 分

△
= 費 額 総 額 3,000円 政務調査費充当額 3,000円

その後の対応等
交流会で聴いたOO県 議会の取り組みは、本県議会にそのまま取り入れても十分

効果があるものと考える。今後、議員間で議論していきたい。

備 考

の |よ こ政務調査費を | さして、第6号様式 (
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山梨県政務調査費の交付に関す る条例

(趣旨)

第す条 こ の条4/11は、地方 自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第 百条第十四

項及び第十五項の規定に基づきく山梨県議会の議員 (以下 「議員」とい う。)

の調査研究に資するため必要な経費の一部 として、議会における会派 (以下  v
「会派」という3)及 び議員に対し、政務調査費を交付することに関し必要な i

事項を定めるものとする。                         _

(政務調査費の交付対象)

第二条 政 務調査費は、会派 (所属議員が一人の場合を含む。以下同じ。)及 び

議員の職にある者に対 し交付する。

(会派に係る政務調査費)

第三条 会 派に係る政務調査費は、月額 50, 0 0 0円 に当該会派の所属議員数

を乗 じて得た額を当該会派に対 し交付する。

2 前 項の所属議員数は、月の初 日における各会派の所属議員数による。

3 月 の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若 しくは除名、議員

の所属会派からあ脱会若 しくは除名又法議会の解散があらた場合におけるこれ
.

らの事由が生じた 日の属する月の政務調査費の交付については、これらの事由

が生 じなかったものとみなす。一の会派が他の会派 と合併 し、又は会派が解散

した場合も同様 とする。

4 各 会派の所属議員数の計算については、向一議員について重複 して行 うこと

ができない。

(議員に係る政務調査費)

第四条 議 員に係る政務調査費は、月額 230, 0 0 0円 を月の初 日に在職する

議員に対 し交付する。

2 月 の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若 しくは除名又は議会

の解散があつた場合におけるこれ らの事由が生 じた自の属する月の政務調査費

の交付については、これ らの事由が生じなかつたものとみなす。

(会派の届出)

第五条 議 員が会派を結成 し、会派に係る政務調査費の交付を受けようとすると

きは、代表者及び政務調査費経理責任者を定め、その代表者は、別に定める様

式により会派結成届を議長に提出しなければならない。会派結成届の内容に異

動が生じたときは、別に定める様式により会派異動届を議長に提出しなければ

ならない。

2 会 派を解散 した ときは、その代表者は、別に定める様式により会派解散届を

議長に提出しなければならない。
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(会派等の通知)                    ,

第六条 議 長は、前条第一項の規定により会派結成届のあつた会派及び政務調査

費の交付を受ける議員について、毎年度四月五 日までに、別に定める様式によ

り知事に通知 しなければならない。
2 議 長は、年度途中において、会派結成届、会派異動届若 しくは会派解散届が

提出されたときく又は議員の異動が生 じたときは、別に定める様式により速や
‐

かに知事に通知 しなければならない。

(政務調査費の交付決定)

第七条 知 事は、前条の規定による通知に係る会派及び議員について、政務調査

十 費め交付決定を行い、会派の代表者及び議員に通知 しなければならない。

(政務調査費の交付)

第八条 知 事は、前条の規定により交付決定 した会派及び議員に対 し、毎月、当

!該 月分の政務調査費を交付するものとする。

(政務調査費の使途)メ

第九条 会 派及び議員は、政務調査費を別に定める使途基準に従い使用 しなけれ
!ば

ならない。                   ,   、
| |   、     | ‐

(収支報告書等)

第十条 会 派の代表者及び議員は、毎年度当該年度の収入及び支出について、別

に定める政務調査費に係る収入及び支出の報告書 (以下 「収支報告書」とい う

と)を 年度終了 自の翌日から起算 して三十 日以内に議長に提出しなければなら

ないと                    、

2  会 派の代表者は、会派が消滅 したときは、前項の規定にかかわらず、当該会
―
派が消滅 した日の属する月までの収支を、収支報告書により当該消滅 した日の

翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。

3‐ 議員は、任期満了、辞職、失職若 しくは除名文は議会の解散により議員でな

くなったときは、第一項の規定にかかわらず、議員でなくなつた日の属する月

までの収支を、収支報告書により当該議員でなくなった日の翌日から起算して
‐三十 日以内に議長に提出しなければならない。
4 前 三項の収支報告書には、

i当
該収支報告書に記載された政務調査費による支

出 (前条に規定する使途基準に従つて行つた支出をい う。第十二条において同

じ。)に 係る領収書の写しその他別に定める書類 (次条において 「領収書等の

写 し」とい う。)を 添付しなければならない。

(議長の調査)

第十一条 議 長は、政務調査費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支

報告書及び領収書等の写し (第十三条において 「収支報告書等」という。)が

提出されたときは、必要に応 じ調査を行 うものとする。
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(政務調査費の返還)

第十二条 知 事は、会派又は議員がその年度において交付を受けた政務調査費の

総額から、当該会派又は議員がその年度において行つた政務調査費による支出

の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務調査費の

、 返還を命ずることができる。

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第十三条 第 十条の規定により提出された収支報告書等は、これを受理した議長

において、提出すべき期間の末 日の翌 日から起算 して五年を経過する日まで保

存 しなければならない。!

2 次 に掲げる者は、議長に対し前項の収支報告書等の閲覧を請求することがで

きる。                       ・
'

一 県 内に住所を有する者           r
二 県 内に事務所又は事業所を有する個人又は法人          |

3 議 長は、前項の規定による請求があったときは、収支報告書等に記載されて

いる情報のうち出梨県情報公開条例 (平成十一年出梨県条例第五十四号〉第人

条の不開示情報を除き、当該収支報告書等を閲覧に供するものとする。

(委 任 )                      !

第十囲条 こ の条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、

議長が定める。

附 則 (平成十三年二月二十九 日条例第二号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行するざ

附,則 (平成十四年七月十七日条例第二十人号)

この条f71jは、公布の日から施行するb   l     ‐

町 _則 (平成二十年=月 =+八 甲条例第二十七号)

(施行期 日)

1 こ の条例は'、平成二十年四月一 日から施行する。

(経過措置)       !.
21 この条例による改正後の出梨県政務調査費の交付に関する条例の規定は、
この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、この条例の

施行の日前に交付 した政務調査費については、なお従前の例によるど
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■ 11■
「  :山

梨県政務調査費の交付に関する規程

‐ (趣旨)
1  第十条| この規程は、山梨県政務調査費の交付に関する条例 (平成十三年山梨

県 条 例第二号。以下 「条例」という。)の 施行に関し必要な事項を定めるも
|  のと | すると

||(会 派精残届等)|!    ―

||ぞ予各ぁ姿字各F年やT'令で?『宇T
そ`れ
F十芋啓各子

にマず〒¥す
|モ !|1下 ■!条71J第=条 第■項前1段の会派結成届 第 ■号様式
■  111土 ,・条4/11第五条第二項後段あ会派異動届 第 二号様式
l i  l  F手

 条 例第王条第 二項 の会派解 散届 第 二号様式
!   ‐   !  !

|(会旅友び議員あ追知)|
―!||■

～
‐
1谷 ■容1仰察本谷毎

‐項及び第二項の様式は、第四号様式とする。

lt l:li!i(抜―あ読基暮あ注込基韮)

||1雷畢音に余留霞揚黍客蟹育香斎磐准爺姿経蟹夙警密フ奮弄旨FTて年智奉行
｀

| '(収支報告書等)

|‐1‐民二谷窒雪器曇宮ら昌蜜畳♀督晏雪昌暑卜衆語暑唇]章華払
■ ‐■手 ■政務調査費来出訂叩青 (第七号様式) 1

「                 !

!! ■■〈収支報告書等の写しの送付)

|■マ客香圭談輩基策雪霞案奮貿『嬬豊!走逢棒季番雷房替写看ダギ脅,た
と剖:ヽ

|1誉著突亨餐慕縁霞蒙鋸塞≧経理望と者友び墨員はあ調査望あ支占たっ止
| l i会計帳簿を調製じその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、
|||!!これらあ書類を当該政務調査費の収支報告書等の提出期間の末日の翌日から

|― |1 起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

■ |■ (収支報告書等の閲覧)
!‐ 1第 八条 条 例第十三条第二項の規定による収支報告書等の閲覧は、当該収支報
1‐   告 書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過した日の翌
1 1 日 からすることができる。

? 条 例第十三条第二項の規定による収支報告書等の開覧は、議会事務局長が
指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

附 則
この規程は、平成十三年四月一 日か ら施行する。

附 則
この規程は、平成二十年四月一 日か ら施行する。
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別表第1(第 四条関係)

項   目 容内

調査研究費 調査委託費、交通費(宿 泊費等の会派が行う県の事務及び地方行財政
に関する調査研究費及び調査委託に要する経費

研
―
 修

t費
会場費、機材借り上げ費、講師謝金、会費、交通費、宿泊費等の会派
が行う研修会1講 演会の実施に必要な経費並びに会派以外の団体が開
催する研修会、1講演会等会の所属議員及び会派の庭用する職真の参加
に要する経費      ｀         !

会 議  費 会場費、機材借 り上げ費、資料印刷費等の会派における各種の会議に

要する経費

資料作成費 印刷 ・製本費、原稿料等の会派が議会の審議に必要な資料を作成する
ために要する経費

資料購入費 書籍購入代、新聞雑誌購読料等の会派が行う調査研究のために必要な

図書、資料等の購入に要する経費

広 報  費 広報紙、報告書等の印刷費、送料ぐ交通費等の会派が行う議会活動及
び県政に関する政策等の広報活動に要する経費      ト

事 務  費 事務用品及び備品の購入費、通信費等の会派が行う調査研究に係る事
務遂行に必要な経費

人 1件  費 給料、手当く賃金等の会派が行 う調査研究を補助する者を雇用する経
費
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別表第2(第 四条関係)

項  _目 容内

調査研究費 調査委託費く交通費、宿泊費等の議員が行 う県の事務及び地方行財政

に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研 修  費 会費、交通費、宿泊費等の各種の団体等が開催する研修会、講演会等
への議員及び議員の雇用する秘書の参加に要する経費

会 議  費 会場費く機材借り上げ費、資料印刷費等の議員が行う地域住民の県政
に関する要望又は意見を収集するための会議に要する経費

資料作成費 .印用J・製本費、原稿料等の議員が議会の審議に必要な資料を作成する

ために要する経費

資料購入費 書籍購入代、新聞雑誌購読料等の議員が行う調査研究のために必要な

図書、資料等の購入に要する経費

広 報  費 広報紙、報告書等の印帰J費、送料、交通費等の議員が行う議会活動及
び県政に関する政策等の広報活動に要する経費

事 務  費 事務用品及び備品の購入費、通信費等の議員が行う調査研究に係る事

務遂行に必要な経費

人 件  費 給料、手当、賃金等の議員が行う調査研究を補助する者を雇用する経

費 |

事 務 所 費 事務所の賃借料、管理費等の議員が行 う調査研究活動のために必要な

事務所の設置t管 理等ヤと要する経費

-74-




